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千葉経済圏の確立と
社会資本の整備
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　政策分野　Ⅱ - １　経済の活性化

  施策項目 Ⅱ－１－①

京葉臨海コンビナートの競争力強化を図るとともに、
千葉の未来を支える成長分野の振興や

企業・ＭＩＣＥの誘致の促進、県内企業による
新製品・新技術の開発への支援などにより、

県経済の活力向上を図ります。

目　標

現状と課題

産業の振興と企業立地の促進

　今後、本県経済は、ウィズコロナを前提とした生活様式の変化や、デジタル化の進展、脱炭素社会へ
の取組など、社会経済の大きな変革を迎えることとなります。こうした中にあっても、農林水産業や観
光業との連携などにより、次世代に求められる総合力の高い産業を創出し、地域の新たな雇用につなげ
ていきます。
　これらに加え、成田空港の更なる機能強化や圏央道、北千葉道路などの広域的な幹線道路ネットワー
クの充実・強化により、東京に隣接する立地優位性を高め、さらには、豊かな自然環境など本県独自の
特性を生かし、千葉ならではの自立性の高い経済圏を確立します。

　本県経済は、様々な個性や高い技術力を持つ中小企業や、京葉臨海コンビナートに立地する企業など
の製造業等に支えられていますが、人口減少や、ＳＤＧｓ・カーボンニュートラルへの対応、国際競争
の激化等に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした事業環境の変化などの様々な社会的課
題に直面しています。
　他方で、今後は、圏央道の全線開通や北千葉道路の整備、成田空港の更なる機能強化等により本県の
広域交流拠点としての優位性向上が見込まれており、東京都に隣接しながら豊かな自然環境に恵まれる
という地域特性との相乗効果も期待されます。
　本県産業の活力をより高めていくためには、戦略的な企業誘致を進めるとともに、本県の強みである
大学等の最先端の研究拠点等を生かした新たな産業の振興を進めていく必要があります。
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　本県経済の要であり、日本を代表する素材・エネルギー産業の拠点である京葉臨海コンビナートにつ
いて、新たな時代における更なる競争力強化のため、水素の利活用等に係る投資を促す環境づくりを、
地元市、立地企業等と一体となって進めます。
　また、高い技術力を持つ企業や国内でも最高水準の研究機関・大学が集積している強みを生かし、社
会ニーズを捉え、健康・医療・食品・環境・エネルギーなど、本県の未来を支える新産業の振興を図り
ます。
　2050年カーボンニュートラルの実現に向けた動きも踏まえ、企業による再生可能エネルギーの導入
を促進するとともに、洋上風力発電の導入や未利用エネルギーの活用について、地域振興の観点も踏ま
えた取組を進めます。
　地域経済の活性化を図るため、中小企業による地域資源を活用した取組を支援するとともに、ベン
チャー企業や研究開発型企業※などによる新製品・新技術の開発を活性化させるため、産学官・企業間の
連携促進や産業を支える技術の高度化など、県内企業による技術開発への支援を進めます。
　さらに、地域に定着し発展していく企業を戦略的に誘致するため、市町村との連携や民間活力等の導
入を図りながら産業用地の整備を進めるとともに、民間企業の事業拠点の移転・集約化、高付加価値化
に向けた新たな設備投資を促進するため、社会経済情勢の変化を捉えた効果的な支援制度・体制を構築
していきます。
　海外市場を視野に入れた中小企業の販路開拓などを支援するため、ＪＥＴＲＯ等の関係機関と連携し
た貿易投資相談や専門家派遣、展示会等への出展支援などを行うとともに、感染症対策など新しい時代
に対応した手法も取り入れながら、幕張メッセ等へのＭＩＣＥの誘致に努めます。

取組の基本方向
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京葉臨海コンビナート

主な取組

Ⅱ－１－①－１ 京葉臨海コンビナートの競争力強化

京葉臨海コンビナートの生産性の向上や
事業環境の改善

カーボンニュートラルの実現に向けた
取組支援

コンビナートを支える人材の能力向上や
担い手の育成

工業用水の安定供給

SDGs

　京葉臨海コンビナートは、石油精製、石油化学、鉄鋼など素材・エネルギー産業の国内最大の製造拠
点であるとともに、それらの研究所も立地する中核的な拠点であり、本県の製造品出荷額等の5割を超
える本県経済の要であることから、脱炭素社会の時代にあっても、その競争力強化は本県経済の活性化
を図る上で重要です。
　これまでも国内需要の動向や世界規模での競争の激化等に対応して事業の再編や高度化等が図られて
いるところですが、さらに、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、水素の利活用や新素材の開
発など様々な取組が進められています。
　このため、コンビナートの投資環境の向上につなが
る規制緩和の促進などとともに、カーボンニュートラ
ルの実現に向けた取組に対し、企業間連携の促進や事
業の高度化に向けた再投資などの支援を通じ、生産性
の向上や新たな投資を促す環境づくりを地元市、立地
企業と一体となって進めます。
　また、中核人材の育成などの基盤業務について、企
業間連携による共同化を促進するなど、事業者の負担
軽減等に資する取組を進めるほか、工業教育との連携
による担い手の育成を進めます。
　さらに、工業用水について計画的に施設更新・耐震
化を行うことで、持続可能な工業用水道事業を構築し、
安定的な用水供給を図ります。
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日本初の国産ＥＣＭＯストレッチャー
（提供：株式会社オーエックスエンジニアリング）

かずさＤＮＡ研究所

Ⅱ－１－①－２ 新産業の振興

健康・医療ものづくり産業の振興

かずさＤＮＡ研究所を中心とした
バイオ産業の振興

ものづくり中小企業における
ＩｏＴ等の活用に向けた支援

中小企業のデジタル技術を活用した
変革の支援

SDGs

　国際競争の激化や新型コロナウイルス感染症拡大の長期化などに伴う事業環境の変化、少子高齢化や
人口減少など様々な社会的課題に直面する中、本県産業の活力を高めていくためには、高い技術力を持
つ企業や産業支援機関・研究機関・大学等が集積する
本県の強みとポテンシャルを産業に生かしていくこと
が重要です。
　このため、国内外の市場拡大が見込まれる健康・医
療分野については、医療機関等との連携を進め、専門
人材による製品開発から販路開拓に至る伴走支援を行
い、優れた技術を持つ中小企業による新たな医療機器
等の開発を促進します。
　また、バイオ産業※については、かずさＤＮＡ研究
所を中心とした産学官ネットワークを生かして、共同
研究や技術的な支援を行うとともに、応用・実用化研
究を推進し、健康医療や農業、環境などの幅広い分野で、
研究成果の社会還元や産業支援を通じて、バイオエコ
ノミー社会の実現に向けた取組を進めます。
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　2050年カーボンニュートラルの実現に向け、ワンス
トップ窓口での相談対応による民間事業者の支援や、市
町村と連携した企業・商工団体等の再生可能エネルギー
等の導入に向けた検討の支援などを行っていきます。
　また、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り
札として期待される洋上風力発電の導入促進と、それに
よる地域経済の活性化に向けた取組を進めていきます。
なお、洋上風力発電＊の導入促進に当たっては、漁業と
の協調・共生が重要であるため、漁業者の理解の下、関
係機関等との連携を図ります。
　また、水素エネルギー等については、素材・エネルギー
産業のほか、交通や物流など幅広い分野での利活用が見
込まれることから、国や市町村、民間事業者と連携し利
活用に向けた検討を進めていきます。

銚子の洋上風力発電実証機 （H31.1.1～商用運転開始）

洋上
風力発電

　洋上風力発電に関して国内屈指のポテンシャルを有する千葉県に

おいては、現在、銚子市沖、いすみ市沖及び九十九里沖での洋上風

力発電の導入に向けた取組が進められています。

　特に、銚子市沖においては、令和３年１２月に

発電事業者が選定され、令和１０年９月に運転開

始予定となっています。

　洋上風力発電は、本県の漁業振興や産業振興など

にも資する、非常に裾野の広い重要なプロジェクト

であるため、関係者と連携して、地域の活性化につ

なげていきます。

Ⅱ－１－①－３ 再生可能エネルギー産業等の振興

地域と連携した再生可能エネルギー等の
活用に向けた取組に対する支援

再生可能エネルギーの導入に係る
ワンストップ窓口での相談や対応

洋上風力発電の導入による
地域経済の活性化支援

本県の特徴を生かした
水素の利活用の検討

SDGs
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Ⅱ－１－①－４ 豊富な地域資源を生かした
地域経済の活性化

豊富な地域資源を活用した商品開発や
販路開拓等の支援

農商工連携や６次産業化等の支援

SDGs

「ちばのキラリ」ロゴマーク テストマーケティング

　県内中小企業が、本県の豊かな農林水産物や観光資
源等の地域資源を活用して新商品を開発し、地域活性
化につなげていくためには、同じく地域活性化に取り
組む企業や農林漁業者などとネットワークを構築し、
一体となって地域ブランド力の強化を図ることが必要
です。
　そこで、県内中小企業を中心に、地域が連携して取
り組む地域資源を活用した新商品・新サービスの開発
や、商品改良、販路開拓などを支援します。
　また、県内中小企業と農林漁業者がそれぞれの経営
資源を有効に活用し、連携して事業を行う農商工連携
や６次産業化の取組を促進します。
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専門人材を活用した
産学官・企業間連携の促進

大学等のシーズと企業ニーズとの
マッチングの促進

インキュベーション施設等による
中小・ベンチャー企業の支援

高度な研究開発、成長分野に関わる
研究開発への支援

民間団体等と連携した
ベンチャー企業の育成・支援

ネットワーク活動による
産学官連携の推進

かずさＤＮＡ研究所を中心とした
バイオ産業の振興（再掲）

健康・医療ものづくり産業の振興（再掲）

SDGs

Ⅱ－１－①－５ 産学官連携やベンチャー企業の
育成によるイノベーションの促進

東葛テクノプラザ

　県内企業が、健康・医療や環境・エネルギーなどの
新たな社会ニーズに対応した新製品・新技術の開発を
行うためには、産学官が連携し、課題の克服に向けた
取組を行うことが必要です。
　このため、専門のコーディネーターを設置し、企業
相互間、企業・大学間の共同研究のためのネットワー
クの形成促進やマッチングを図り、国等の競争的資金
を活用することなどにより、社会ニーズに対応した新
製品・新技術の研究開発を支援します。
　また、東葛テクノプラザ、かずさインキュベーショ
ンセンターなどのインキュベーション施設の利用促進
や、インキュベーション・マネージャー※などによる
企業の成長段階に応じた多面的な支援や千葉県バイオ・
ライフサイエンス・ネットワーク会議などの産学官連
携団体や中小企業ネットワークを用いた企業間交流な
ど、魅力ある支援策を推進することにより、ベンチャー
企業の育成や、既存の中小企業の研究開発型企業への
転換を図ります。
　さらに、県内経済団体や企業など、民間活力を積極的
に取り入れ、ベンチャー企業の育成支援を推進します。
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産業支援技術研究所等による
中小企業等への技術支援

知的財産の保護及び活用支援

雇用に結び付く効果的な
職業訓練の実施

地域の企業等のニーズに応じた
ものづくり若手技術者の育成（再掲）

海外製品規格への対応の支援

SDGs

企業等が利用できるＣＮＣ三次元測定機

Ⅱ－１－①－６ 産業を支える技術の高度化
　中国やアジア諸国の技術力向上に伴う国際競争の激
化や新型コロナウイルス感染症の影響等により、企業
ニーズは複雑化、高度化しています。
　県産業支援技術研究所、東葛テクノプラザなどの支
援機関の機能を十分に確保し、国や民間団体等と連携
し、中小企業の身近な相談相手として、様々な技術的
課題に対する相談や、実用化・商品化に向けた技術開
発支援、知的財産に関する相談、研修事業を実施し、
技術力の向上を図ります。
　また、ＩｏＴ・ＡＩ等の技術革新の動向を見据え、
産業支援機関、研究機関等と連携しながら、県内中小
企業の生産現場等における生産性向上などに向けた取
組や、デジタル技術を活用した企業内の様々な変革を
推進するため支援を行います。
　さらに、このような試験研究機関としての支援機能
を強化するため、計画的な研究施設の再編整備の検討
を進めます。
　一方、若者のものづくり離れや技能者の高齢化が課
題になっていることから、県立高等技術専門校におい
て、小・中・高校生等を対象にした体験教室を開催す
ることで、ものづくりへの関心を高めるとともに、在
職者向けの訓練を実施し、技能・知識のスキルアップ
や資格取得を支援します。
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空き公共施設活用事例「高滝湖グランピングリゾート」
（旧市原市立高滝小学校）提供：株式会社HAMIRU

かずさアカデミアパーク

Ⅱ－１－①－７ 地域の特性に応じた
戦略的な企業誘致の推進

本県の地域特性や立地優位性を
生かした企業誘致の推進

外資系企業の誘致

かずさアカデミアパーク及び
周辺地域への企業誘致

地域の実情に応じた企業誘致の
受け皿となる産業用地整備の推進

県内企業の事業の高度化等に伴う
再投資への支援

工業用水の安定供給（再掲）

SDGs

　国内外からの企業誘致を一層推進するため、トップ
セールスや企業訪問等を効果的に行い、本県の魅力を
積極的にアピールするなど、あらゆる機会を捉えて本
県の持つ立地優位性を発信します。
　新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした社会
情勢の変化、カーボンニュートラルの実現に向けた技
術革新及びデジタル技術の進展等により今後成長が見
込まれる産業、健康医療・脱炭素（洋上風力・水素エ
ネルギー等）・食品などの県内の有望産業、対日投資の
増加が見込まれる産業等に対し、企業立地支援制度の
充実を図るとともに、市町村、民間事業者を通じた産
業用地情報の収集・活用、さらには、国際投資を支援
する機関との連携により、県内への立地を支援します。
　また、立地企業補助金や地域未来投資促進法、地域
再生法等に基づく支援措置等を活用し、本県経済の活
性化に資する産業の本社機能、工場、研究所、流通加
工施設等の誘致を推進するとともに、県内企業の事業
の高度化、サプライチェーンの強じん化等に伴う生産
拠点の強化に向けた再投資などを支援します。
　さらに、首都圏の広域的な幹線道路ネットワークを
形成するアクアラインや圏央道沿線に近接するかずさ
アカデミアパーク及び周辺地域への企業誘致を進める
ため、成長性のある業種を重点対象とした誘致活動や
立地企業への継続的なフォローアップ等を行うととも
に、人口減少等により増加傾向にある空き公共施設へ
の企業誘致により、地域の雇用の場が創出されるよう、
施設の魅力的な情報発信を行うなど、市町村と企業と
のマッチング促進に取り組みます。
　企業誘致の受け皿となる産業用地の確保に向けて、
県・市町村・民間企業のそれぞれの強みを生かし、高
速道路インターチェンジ周辺や主要幹線道路周辺及び
成田空港周辺等への産業用地整備を市町村と連携しな
がら推進するなど、地域の実情に応じた産業用地の確
保に取り組みます。
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Ⅱ－１－①－８ 県内企業の海外取引・輸出の促進

国際展開に係る実務支援の実施

貿易・投資相談の実施

中小企業の販路開拓支援

海外販路拡大セミナー等の開催

海外に向けたＰＲと商談機会の創出

輸出に取り組む団体への支援

SDGs

　国内市場が縮小し、また、アジア諸国を中心とした
海外の中間層・富裕層が増加する中、海外需要の獲得
は企業の売上向上のためには重要ですが、一方で、中
小企業はそのノウハウや専門人材、情報の不足など、
乗り越えるべきハードルやリスクが多岐にわたること
から、海外市場を視野に入れた中小企業の販路開拓な
どを支援します。
　具体的には、ＪＥＴＲＯ※千葉などと連携して貿易
投資相談を実施し、窓口相談から専門家派遣、展示会
等への出展支援など海外ビジネスに対する集中支援を
行っていきます。
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イベント時の幕張メッセ

Ⅱ－１－①－９ ＭＩＣＥの誘致促進と
幕張メッセの競争力強化

公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー
を通じたＭＩＣＥの誘致・開催支援

市町村や関係団体等との連携による
ＭＩＣＥの誘致

幕張メッセの機能向上と
展示会・イベント等の積極誘致

元気な幕張新都心をつくる
県市連絡会議の開催

SDGs

　本県における国際会議や展示会などのＭＩＣＥ産業
振興、地域経済の活性化及び開催都市の国際的ブラン
ドイメージの構築を図るため、公益財団法人ちば国際
コンベンションビューローを通じてＭＩＣＥ誘致・支
援事業を展開するとともに、市町村やＭＩＣＥ関係事
業者との連携を強化し、アフターＭＩＣＥ※の魅力向上
についても研究を進めながら、本県のＭＩＣＥ競争力
をより一層高めていきます。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、多
数の出展者や顧客などの来場者への衛生対策を徹底し
ていきます。
　さらに、従来型のビジネススタイルが大きく変革す
ることが見込まれることから、オンラインと併用した
ハイブリッド型の新たな展示会スタイルを探求すると
ともに、株式会社幕張メッセと連携して、これからの
時代をけん引する成長産業の展示会など地域や関連産
業への波及効果が高い分野のイベント等の誘致を進め
ていきます。
　あわせて、千葉市との連携を深めて、幕張新都心の
持つ魅力や個性を高めていきます。
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  施策項目 Ⅱ－１－②

経済環境の目まぐるしい変化に対応し、
成長していく中小企業の経営基盤の強化を進めます。

目　標

中小企業・小規模事業者※の経営基盤強化

現状と課題

取組の基本方向

　県内企業の99.8％を占める中小企業は、本県経済を支える存在として、また、地域社会の担い手として、
県民生活の向上に大きく寄与していますが、現在は、資金・人材等の経営資源の不足、経営者の高齢化
等の課題に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな打撃を受けています。
　今回の感染拡大を契機としたデジタル化の進展などの環境変化に対応する新しいビジネス展開の重要
性が増していますが、経営資源の限られる中小企業においては、独自の対応が困難な状況にあります。

　デジタル化への対応や環境・社会に配慮した経営等の課題解決や、業態の転換などによる事業の再構
築等を目指す意欲ある企業を、ワンストップ窓口や専門家派遣等によりきめ細やかに支援し、生産性の
向上等を促進します。
　担保力や信用力が乏しい中小企業が、円滑に資金調達を行えるよう、借入負担の軽減や信用補完制度※

の充実に取り組みます。
　中小企業が、地域資源を活用して独自に開発した商品について、ブランド力の向上や販路開拓などの
支援により、販売促進に努めます。
　新たな発想による起業・創業を促進し、多様な起業家を育成するため、情報提供から資金繰り、経営支援、
人脈づくりまで一貫した支援を行います。
　中小企業の経営者や人事担当者に向けてセミナーや研修を開催し、採用力の向上を図るとともに、在
職者を対象とした訓練の実施等により人材育成を支援します。
　経営者の高齢化等を踏まえ、地域で培われた技術や雇用を守るためにも、Ｍ＆Ａ※などの多様な手法も
取り入れながら、事業承継について、きめ細やかな支援を行います。
　地域の商業機能を確保するため、商店街をはじめとする多様な主体による意欲ある取組を支援すると
ともに、次代を担う若手商業者の育成支援などを行います。
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主な取組
Ⅱ－１－②－１ 中小企業・小規模事業者の経営力の向上

チャレンジ企業支援センターにおける
経営革新計画作成等の支援

商工会・商工会議所等への支援

中小企業に対する情報発信

よろず支援拠点における
総合支援機能の強化

プロフェッショナル人材※の
採用に向けた支援

SDGs

　新型コロナウイルス感染症拡大による県内中小企業
への影響は深刻であり、より一層厳しい経営環境下に
置かれている中小企業者が抱える経営、金融、技術、
ＩＣＴ等の様々な課題を解決するとともに、ポストコ
ロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応する
ため、新分野展開、業態・業種転換、事業再編又はこ
れらの取組を通じた規模拡大等、思い切った事業再構
築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するよう、
チャレンジ企業支援センター※等においてワンストッ
プで相談に応じるほか、必要に応じて専門家派遣、情
報提供を行うなど、企業の取組を総合的に支援します。
　また、地域の総合的な支援機関である商工会や商工
会議所が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援す
る取組や地域の特色を踏まえた意欲的な取組について
支援を行います。

チャレンジ企業支援センターの機能・役割
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Ⅱ－１－②－２ 資金調達の円滑化

中小企業に対する金融支援

クラウドファンディング等の
活用による資金調達等支援

SDGs

　担保力や信用力に乏しい中小企業が資金調達を円滑
に行うことができるよう、借入負担の軽減や信用補完
制度の充実に取り組みます。
　また、中小企業振興資金「創業資金」の利用に伴う
信用保証料の一部を補助することなど、県内における
起業・創業や中小企業の経営力向上、販路開拓などを
支援します。

　中小・ベンチャー企業が独自に開発した優れた製品
の市場性やブランド力を高めて、売れる製品づくりを
促進します。
　また、県内外企業との取引拡大のため、商談会の開
催や販路支援相談員による相談・支援のほか、受発注
開拓員（専門指導員）が企業を巡回訪問し、新規取引
先企業の紹介やあっせん等を実施するなど、中小企業
の販路開拓を支援します。

Ⅱ－１－②－３ 販路開拓の促進

専門家による総合的なアドバイスの実施

ものづくり認定された
優れた製品などに関する情報の発信

下請取引の振興

市場開拓のための展示会出展支援

SDGs

クラウドファンディングとは
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起業家応援イベント

チャレンジ企業支援センターにおける
ワンストップ支援

イベント等の開催による
起業機運の醸成

起業家の育成・経営支援、
起業家同士による交流の促進

中小企業に対する金融支援（再掲）

クラウドファンディング等の活用による
資金調達等支援（再掲）

市町村における
創業支援体制の整備推進

SDGs

　新たな発想による起業・創業をこれまで以上に促進
するとともに、女性・若者・シニア等を含めた優秀な
起業家を育成していくため、啓発から起業支援、経営
支援、人脈づくりまで一貫した支援を行います。
　また、地域特有の需要を掘り起こし、地域に根付い
ていく起業・創業を促進するため、市町村や支援機関
と共に、地域における創業支援を進めます。

Ⅱ－１－②－４ 起業・創業の促進
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　新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、中小企
業においても、今後は、新分野への参入やテレワーク等
のデジタル化に対応するため、新しいタイプの人材が
必要となることが見込まれます。このため、中小企業が
必要とする人材を把握するとともに、中小企業における
人材不足に対応するため、経営者や人事担当者向けに、
人材採用強化に向けたセミナー・研修を開催するとと
もに、企業の魅力発信や、求職者との交流イベントの
実施により、中小企業の採用力向上を支援します。
　また、県立高等技術専門校において、民間の訓練機
関が取り組みづらい、ものづくり分野の職業訓練を実
施し、主に地域の中小企業に対して一定の技能を習得
した人材を供給するとともに、在職者訓練を実施し、
技能・知識のスキルアップや資格取得を支援します。
　さらに、障害者雇用を検討している企業に対して、
企業支援員の訪問等による相談支援を実施し、雇用環
境づくりのアドバイス等を行います。また、障害のあ
る人を雇用している企業に対して、雇用管理上のアド
バイスや定着支援等を行います。
　企業の新商品開発や新規販路開拓などの成長戦略実
現に向け、都市圏の大企業の勤務経験者等、経営改善
をリードしていく人材の採用を支援するため、プロ
フェッショナル人材戦略拠点＊を運営します。

即戦力となる
人材の
採用支援

　県では、経営課題の解決に悩む経営者の方々に、

課題解決に必要なプロフェッショナル人材の活用を

提案し、企業ニーズに合った人材とのマッ

チングをサポートする「千葉県プロフェッ

ショナル人材戦略拠点」を運営しています。

　この拠点では、企業に新商品の開発や販路

開拓といった「攻めの経営」への転換を喚起したり、

人材ニーズの掘り起こしやセミナーでの意識

醸成を図るなど、積極的に経営革新に取り組

む企業を支援しています。

中小企業への人材採用・定着支援

雇用に結び付く
効果的な職業訓練の実施（再掲）

在職者への能力開発支援（再掲）

障害者雇用の促進と定着支援

プロフェッショナル人材の
採用に向けた支援（再掲）

SDGs

Ⅱ－１－②－５ 中小企業等の人材確保・育成支援
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　経営者の高齢化等に伴い、地域に根差した中小企
業の事業承継は、これまで以上に重要かつ喫緊の課
題となってきます。このことを踏まえ、事業承継に
関する相談窓口である千葉県事業承継・引継ぎ支援
センター等と連携し、「親族内承継」に対しては、事
業承継計画の策定、課題解決のための専門家派遣等
のきめ細やかな支援を行い、「第三者承継」に対して
は、後継者がいない事業者と、事業引継を希望する
企業間のマッチングやＭ＆Ａに関する支援を行うと
ともに、関係機関と連携し、事業承継に関するセミ
ナーを開催します。
　特に、事業承継、後継者問題が深刻な地域におい
ては、共通認識を図るための合同勉強会の開催等、
市町村や地域金融機関、商工団体との連携強化を図
ります。

千葉県事業承継・引継ぎ支援センター
等と連携した支援強化

市町村・金融機関・商工団体との
連携強化

SDGs

千葉県の事業承継支援体制

Ⅱ－１－②－６ 事業承継支援
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商店街のにぎわいづくりへの支援

商店街若手リーダーの育成

商店街連合組織の機能強化

「商店街の地域貢献に関するガイドライン」
による取組促進

SDGs

花見川団地商店街

Ⅱ－１－②－７ 商店街の活性化支援
　地域の商業機能を確保するため、商店街をはじめと
する多様な地域商業の担い手が行う地域の課題解決
や、にぎわいづくり、消費者のニーズに応じた取組など、
地域の意欲ある取組を支援するとともに、次代を担う
若手商業者の育成に向けた講座の開催やネットワーク
づくりへの支援を通じて、商店街活動の活性化を図り
ます。
　また、「商業者の地域貢献に関するガイドライン※」
に基づき、企業の地域貢献活動の促進等の取組を進め
ます。
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  施策項目 Ⅱ－１－③

地域の産業を担う人材を確保・育成するため、
効果的な職業能力開発を推進するとともに、

県民一人ひとりの希望する「働き方」がかなうよう、
きめ細かい就労支援に取り組みます。

また、企業における働き方改革を推進します。

目　標

現状と課題

雇用対策と人材の育成・確保

取組の基本方向

　少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少により、労働力の一層の減少が見込まれます。
　こうした中、あらゆる県民が個性と能力を発揮し、社会で活躍するためには、雇用対策の推進や、多
様な働き方の実現に向けた環境づくり、地域の実情や、企業ニーズを踏まえた人材育成などの取組を進
めていくことがより一層必要になります。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、テレワーク等の新しい働き方への期待が高まっ
ており、それらへの対応が求められています。

　若者・女性・高齢者等の就労・定着を支援するため、ハローワークなどの関係機関と連携し、相談か
ら就職までの一貫した支援に取り組みます。
　求職者を対象に職業訓練を実施し、社会ニーズに応える人材を育成するとともに、高齢者のスキルアッ
プや、「ものづくり」分野の技能承継のための若年技能者の育成等を行います。
　障害のある人については、職業訓練等の支援を行うとともに、企業や事業所等に対して、雇用促進の
取組を行います。
　働き方改革やテレワーク導入に取り組む企業に対して、アドバイザー派遣等により支援を行います。
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主な取組

Ⅱ－１－③－１ 雇用の促進と多様な就労の支援

就労支援（相談風景）（千葉県ジョブサポートセンター） 障害のある人に対する職業訓練

就労支援（ジョブカフェちば）

正規雇用での就労を希望する
若年者に対する支援

若年無業者等の職業的自立支援

正規雇用での就労を希望する
就職氷河期世代に対する支援

出産・子育て等で離職した
女性や中高年齢者の就労支援

障害のある人に対する就労・定着支援

ハローワークとの連携強化による支援

生活困窮者自立支援制度による
就労支援

SDGs

　新規学卒者や、フリーターなどの若年者、就職氷河
期世代、出産・子育て等で離職した女性、高齢者、障
害のある人等を対象として、ハローワークや関係機関
との連携の下、相談から就職までの一貫した就労・定
着支援に取り組みます。
　また、県内各地域の特色のある企業や成長産業など
人材を必要としている企業等への就労促進に努めます。
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Ⅱ－１－③－２ 産業界のニーズに応える人材育成

雇用に結び付く効果的な
職業訓練の実施（再掲）

在職者への能力開発支援

高等技術専門校と地域等との
連携強化

ものづくり分野等における
技能の振興・継承

地域の企業等のニーズに応じた
ものづくり若手技術者の育成

SDGs

職業訓練（溶接） 職業訓練（造園）職業訓練（自動車整備）

　離職者・転職者をはじめとする様々な求職者を対象
に、高等技術専門校や大学、専修学校、ＮＰＯ法人、
企業などの教育訓練機関を活用しながら、地域や企業
のニーズに応じた効果的・効率的な職業訓練を実施す
るとともに、デジタル技術の社会実装に対応していく
ために不可欠である基礎的なＩＴリテラシーなどの習
得に向けた訓練コースや、訓練カリキュラムの導入・
拡充を進めます。
　また、若者のものづくり離れや技能者の高齢化によ
り技能の振興や継承が課題となっていることから、若
者のものづくりに対する関心を高め、若年技能者を育
成するため、県立高等技術専門校において、ものづく
り分野の職業訓練を実施し、主に地域の企業に対して
一定の技能を習得した人材を供給するほか、卓越した
技能者に光を当てる取組を推進します。
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Ⅱ－１－③－３ 多様な働き方の実現＊に向けた環境の整備

CHIBA働き方改革ロゴマーク

働き方改革の推進

労働関係法等の知識習得を目的とした
セミナー等の実施

一般労働相談・特別労働相談の実施

女性のための職業能力開発支援

SDGs

多様で柔軟な働き方の推進
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、急速にテレワークが普及するなど、

時間や場所にとらわれない新しい生活様式が広がりつつあります。

　県では、国や経済団体、労働団体等で構成する「ちばの魅力ある職場づくり公

労使会議」の活動を通じて、働く人が自らの希望に合った働き方を選択できる社

会の実現に向けて、多様で柔軟な働き方の推進に組んでいます。

　人々の価値観や生活が多様化するとともに、「新しい
生活様式」への対応など、働き方にも変化が生じてい
る中、全ての県民が自身のライフスタイルに合わせて
それぞれの意欲と能力を生かして働くことができる職
場環境の整備を図るため、ワーク・ライフ・バランス※に
ついての県民、企業等の意識啓発を図るとともに、働
き方改革やテレワーク導入に取り組む企業に対してア
ドバイザーを派遣するなど、企業の取組を支援します。
　また、専修学校等における託児付き職業訓練や市町
村との共催による県内各地での出張セミナーなど、各
種の就労支援を実施するほか、労働関係法や正しい労
働知識の普及啓発を図るとともに、複雑で多様化する
労働問題や心の健康問題に対する労働相談等の実施、
幅広く悩みに対応する相談体制の充実等、誰もが安心
して元気に働き続けられる職場環境づくりを促進しま
す。
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  施策項目 Ⅱ－１－④

成田空港の更なる機能強化＊に合わせた
地域の発展を促進するとともに、

空港の利活用の促進や
県内外との交通アクセスの更なる充実により、

本県経済の活性化を目指します。

目　標

成田空港の更なる機能強化と
空港を活用した県経済の活性化

現状と課題

　成田空港は、豊富な国際線ネットワークを有する日本の空の表玄関であるとともに、航空貨物におい
ても国内最大の取扱量を誇る我が国の経済発展のために欠かすことのできない施設です。
　平成27年3月に第3旅客ターミナルが完成したことにより、年間発着容量が30万回となり、同年9月
からは、引き続き増大が見込まれる首都圏の旺盛な航空需要に対応していくため、年間発着容量50万回
に向け、国・県・空港周辺9市町（成田市、富里市、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、芝山町、
横芝光町）及びＮＡＡの四者の間で、第3滑走路の新設などを含む「成田空港の更なる機能強化」の検
討が進められてきました。
　四者は平成30年3月の四者協議会において、更なる機能強化の実施について合意し、令和2年1月には
国が航空法に基づく空港等変更許可を行ったところであり、今後、空港及び周辺地域では、人流・物流
や雇用の拡大が見込まれています。
　一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、成田空港は大きな影響を受けていますが、更なる機
能強化については、中長期的な観点から必要な施策として、令和10年度末までの滑走路供用開始を目指
し、ＮＡＡにおいて整備が進められています。
　現在、ＮＡＡなどによる住宅防音工事の対象となる対策区域の拡大が行われ、更なる機能強化に対応
した騒音対策が行われていますが、県でも、騒音対策事業などの環境対策を引き続き着実に実施し、空
港と周辺地域との共生を図っていく必要があります。
　また、更なる機能強化を踏まえ、地域に居住し、地域と空港の持続的な発展を支えるために必要な人
材を確保する取組を起点として、人材の輩出やくらしの拠点となるまちづくりなどの生活環境の向上や
産業振興、インフラ整備といった地域活性化策に取り組んでいく必要があります。
　さらに、新型コロナウイルス感染症による社会変化等を踏まえた上で、成田空港の利用回復と空港を
活用した本県経済の活性化につなげる取組を、官民が連携して進めていく必要があります。
　加えて、成田空港の更なる機能強化に合わせて、成田空港と都心、首都圏各地や県内各地との更なる
交通アクセスの改善が求められています。
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取組の基本方向

成田国際空港（第１ターミナル）（提供：成田国際空港株式会社） 成田国際空港（第２ターミナル）（提供：成田国際空港株式会社）

主な取組

Ⅱ－１－④－１ 成田空港周辺地域の
環境対策・地域共生策の推進

住宅防音工事などへの取組

公益財団法人成田空港周辺地域共生財団
によるきめ細かな騒音対策への協力

騒音による移転者等の生活支援の取組

航空機騒音対策の推進（再掲）

SDGs

　成田空港の更なる機能強化に併せ、国・空港周辺9市町及びＮＡＡ等と連携して、空港周辺地域の住
民への環境対策を着実に実施し、周辺地域との共生を図ります。
　あわせて、空港周辺地域の共栄を目指し、地域と空港の発展が好循環する地域づくりを進めます。
　また、新型コロナウイルス感染症による社会変化等を踏まえ、経済団体や市町村などと連携し、成田
空港の更なる利活用の促進を図り、本県経済の活性化につなげるための取組を進めます。
　さらに、成田空港と都心、首都圏各地や県内各地との交通アクセスの更なる改善を図ります。

　更なる機能強化が着実に推進されるには地元の理解
と協力が欠かせないことから、拡大された騒音区域に
おける住宅防音工事はもとより、成田空港周辺地域独
自の対策である内窓設置工事や隣接区域住宅防音工事
など、空港周辺地域の生活環境の保全に向けて、国・
空港周辺市町・ＮＡＡ及び公益財団法人成田空港周辺
地域共生財団※と連携し、環境対策・地域共生策に取
り組みます。
　あわせて、騒音区域の拡大により移転の対象となる
住民等に対し、移転後の生活の支援に取り組みます。
　また、更なる機能強化に伴う航空機騒音の影響を把握
するため、関係機関と連携して監視体制を整備します。
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　国・県・空港周辺9市町及びＮＡＡで策定した「成田空港周辺の地域づくりに関する『実施プラン』」（以下「実
施プラン」という。）の推進により、四者で連携して、地域と空港の発展が好循環する地域づくりに取り組み
ます。また、ＮＡＡが策定する空港敷地内の施設整備計
画などを踏まえて、空港を生かした産業の振興につなが
るよう、実施プランの見直しを検討していきます。
　さらに、空港周辺の地域づくりを加速的に進めるた
め、国家戦略特区制度等の活用など、民間事業者の参
入しやすい地域づくりを推進します。
　加えて、成田空港周辺地域における公共施設等の計
画的な整備を図るため、成田財特法※に基づく「成田
国際空港周辺地域整備計画」事業を推進します。

　本県の宝である成田空港では、ＬＣＣの新規就航な
どにより国際線・国内線の拡充が一層進んでいます。
また、令和10年度末に予定されている第3滑走路の供
用開始や令和6年度の圏央道開通をはじめとした道路
網の整備により、空港及び周辺地域は今後大きな発展
が見込まれています。
　こうした空港の波及効果を取り込んでいくため、新
型コロナウイルス感染症による社会変化等を踏まえな
がら、成田空港活用協議会※をはじめとした関係団体
等と連携して成田空港の利活用の促進に取り組むとと
もに、空港の活力を県内の観光や産業の振興など本県
全体の経済活性化につなげるための取組を進めます。

Ⅱ－１－④－２ 成田空港周辺地域の振興

「実施プラン」に基づく地域と空港の発展が
好循環する地域づくりの推進

国家戦略特区制度の活用などによる
民間活力導入の推進

「成田国際空港周辺地域整備計画」
事業の推進

SDGs

Ⅱ－１－④－３ 成田空港を活用した県経済の活性化
成田空港活用協議会等の関係団体と

連携した成田空港の利活用の促進

本県の地域特性や立地優位性を生かした
企業誘致の推進（再掲）

地域の実情に応じた企業誘致の受け皿と
なる産業用地整備の推進（再掲）

成田空港から県内観光地への
誘客促進（再掲）

成田市公設地方卸売市場を活用した
県産農林水産物の輸出促進

SDGs

航空/空港関連企業との商談会（提供：成田空港活用協議会） 成田市公設地方卸売市場（水産売場の様子）
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成田空港の
更なる
機能強化

　成田空港では、中長期的な首都圏航空需要の拡大に対応

し、年間発着回数50万回化を実現すべく、成田空港の更

なる機能強化に向けた事業を実施しています。

　発着回数50万回を達成した際には、以下のとおり様々

な効果が想定されています。

【発着回数50万回時イメージ】

　・旅客数：4,000万人⇒7,500万人

　・貨物量：200万トン⇒300万トン

　・従業員数：4.3万人⇒7万人

※2016年9月27日四者協議会提案

年間発着枠の増加
30万回→50万回

滑走路の延伸・新設
B滑走路延伸：＋1,000m
C滑走路新設：3,500m

夜間飛行制限の変更等
6：00～24：00（2019年冬ダイヤ～）
5：00～0：30（C滑走路提供後※）

※飛行経路下における一定の静穏時間
　を確保するスライド運用を実施

拡張予定地

拡張予定地

C滑走路新設

圏央道

B滑走路
延伸

B滑走路

A滑走路

圏央道建設予定

3,500m 3,325m 3,500m

420m

工業地域

工業地域

工業専用
　　  地域

成田スカイアクセス線

ホテル及び
市街地

市街地

近隣商業地域

近隣商業地域

準工業地域
第一種
住居地域

第一種住居地域

第一種低層住居
専用地域

第1旅客ターミナル

第2旅客ターミナル第3旅客ターミナル
空港第2ビル駅

貨物ターミナル地区
南部貨物地区

整備地区

JR線

進入復行区域ライン

拡張予定地

東
関
東
自
動
車
道

新
空
港
自
動
車
道

京成
線

進入復
行中心

線ライ
ン

（データ提供：成田国際空港株式会社）
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Ⅱ－１－④－４ 成田空港への交通アクセスの強化

都心直結線の整備に向けた協力（再掲）

成田空港への直通バス路線の
拡充に向けた検討

広域的な幹線道路ネットワーク等の
整備促進（再掲）

国道及び県道のバイパス・現道拡幅の
整備推進（再掲）

SDGs

　成田スカイアクセス等を活用して成田空港と都心を
結ぶ「都心直結線」について、国の検討・調査が早期
に進むよう協力していきます。
　また、県内外と成田空港のスムーズな人・モノの流
れの強化、さらには、全国や県内各地との交流や連携
を目指し、圏央道、北千葉道路などの広域的な幹線道
路ネットワークの整備を促進します。
　さらに、圏央道にアクセスする国道296号及び県道
成田小見川鹿島港線等の整備を推進するとともに、圏
央道と成田空港を直結する新たなインターチェンジの
具体化に向け検討を進めます。

成田スカイアクセス線
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  施策項目 Ⅱ－１－⑤

本県の持つ魅力を十分に生かした持続可能な観光地づくりや
効果的なプロモーション活動を推進するとともに、

短期滞在型の観光ではなく、
日帰りから宿泊へのシフトの促進やワーケーションなど

新たな観光需要も取り込んでいくことで、
滞在時間の長期化や消費拡大を図ります。

目　標

観光立県の推進

現状と課題

取組の基本方向

　本県の延べ宿泊客数は平成29年の2,464万人から令和元年には2,923万人まで増加し、うち外国人宿
泊者についても368万人から480万人に増加しています。また、観光消費額も平成29年の1兆3,835億
円から令和元年には1兆4,943億円に増加しています。
　一方で、近年は外国人旅行者も含め、団体旅行から個人旅行へと旅行形態のシフトが進んでおり、個
人のライフスタイルや興味・し好も多様化してきているため、観光客の受入れに当たっては、個人の多
様な価値観やニーズに対し、より細やかなサービスを提供することが求められています。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、観光産業は大きな打撃を受けています。落ち込んだ
観光需要を回復させるためには、上記のような細やかなサービスのほか、感染症の影響によって生じた
衛生面の対応など、より安全・安心な旅行を求める声にも対応していく必要があります。

　誰もが何度でも訪れたくなる魅力ある持続可能な観光地づくりに向けて、個人の多様な価値観やニー
ズを的確につかみ、旅行者の満足度を高め、リピーターの獲得や長期滞在につなげていくため、地域資
源の活用等による付加価値の高い多様な観光コンテンツの造成を支援するとともに、新たな旅のスタイ
ルであるワーケーションを促進します。また、「新しい生活様式」にも的確に対応できるよう、観光施設
の付帯設備等への支援も行っていきます。
　観光産業の競争力を強化するため、観光人材の育成や、伝統的工芸品、郷土料理等をはじめとする県
産品のブランド化や販路開拓の支援を行います。
　首都圏にありながら豊かな自然を有する本県の魅力を、首都圏を中心に全国へ向け、プロモーション
を積極的に展開します。
　外国人観光客のニーズ等の変化に対応し、「選ばれる観光地」として更にステップアップするため、Ｓ
ＮＳなどを活用して、インバウンド推進に向けた観光プロモーションを図ります。
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鋸山（富津市・鋸南町）

かつうらビッグひな祭り（勝浦市）大福寺（崖観音）（館山市） 飯岡刑部岬展望館～光と風～（旭市）

ひよどり坂（佐倉市） 清水公園（野田市）

主な取組
Ⅱ－１－⑤－１ 魅力ある観光地づくり

地域資源を生かした
滞在型観光地域づくり

観光素材の発掘・磨き上げ・
発信力の強化

安全・安心でストレスフリーな
観光に向けた環境整備

アクアラインの料金引下げ
（ＥＴＣ普通車800円）の継続（再掲）

SDGs

雲井岬つつじ公園トイレ(東庄町) 観光公衆トイレ（鴨川市「清澄植物公園トイレ」）

　観光客と地域住民の両者が満足できる「訪れてよし、
住んでよし」の持続可能な観光地づくりに向け、中長
期的な観光需要の拡大のため、早朝・夜間の観光イベ
ントなど地域資源を生かした観光コンテンツの充実を
図り、日帰り旅行から宿泊へのシフトや観光客のリピー
ター獲得につなげるとともに、地域関係者との交流を
通じて地域の課題解決にも資する新たな旅のスタイル
であるワーケーション＊を促進します。
　また、本県観光の魅力を高める重要な要素として、
駐車場やトイレ、観光案内板などの観光インフラの整
備を進めるとともに、「新しい生活様式」にも対応した
観光施設の整備を促進します。
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Ⅱ－１－⑤－２ 観光産業の競争力強化

観光マーケティング等に係る
調査・分析の高度化

観光産業に携わる
質の高い人材の確保・育成

観光事業者と連携した観光振興

県産品・料理等のブランド化・販路拡大

SDGs

期間限定アンテナショップ（丸の内KITTE） 千葉県指定伝統的工芸品展

　観光は旅行業、宿泊業だけでなく、小売業、運輸業、
飲食業、農林水産業、商工業など極めて裾野の広い産
業であり、地域の経済活性化や就業、雇用機会の創出
などに大きな役割を担っています。 
　観光客の多様な価値観やニーズに対応した付加価値
の高いサービスの提供を図るためには、地域の関係者
の合意形成の下、効果的なマーケティングやブランディ
ング等を戦略的に推進していく必要があります。 
　このため、ビッグデータ等の活用により、観光客の
動向等を把握する観光マーケティング・リサーチを強
化し、観光事業者等に有益な情報を提供するとともに、
観光の中核を担う経営人材や観光現場で即戦力となる
観光人材の育成強化に向け、研修等の充実を図ります。 
　さらに、感染症対策を含め、中小企業等を中心とし
た観光事業者の取組を支援し経営基盤の強化を図ると
ともに、県産品の新商品・新サービスの開発や積極的
なＰＲによるブランド化・販路拡大を推進していきます。

ワーケーション
　Work（仕事）とVacation（休暇）を組み合わせた造語で、テレワーク等を活用し、リゾート地や温泉地、

国立公園等、普段の職場とはことなる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行うことです。

　首都圏にありながら、風光明媚で温暖な本県の特徴を生かし、ワーケーションとして、多くの方々にお越

しいただけるよう取り組んでいます。
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効果的な観光情報の発信

旅行会社・メディア等への
積極的なプロモーションの展開

修学旅行や自然体験学習など
団体旅行の誘致

季節やテーマに応じた
観光キャンペーンの実施

農林水産物直売所等と連携した県産農林
水産物の販売促進

都市と農山漁村の交流促進（再掲）

SDGs

Ⅱ－１－⑤－３ 国内観光プロモーションの展開

秋の観光キャンペーン

　「海」「食」「花」「温泉」「祭り」といった本県の有
する多様な観光の魅力を総合的・戦略的に県内を含む
首都圏を中心に全国へ向けて発信するとともに、旅行
動向を左右し、新たな観光ニーズの形成に大きな影響
力を持つメディアや旅行会社などに対して、プロモー
ションを積極的に展開します。 
　近年、旅行形態が団体旅行から個人旅行にシフトし
てきていることに伴い、個人旅行客をターゲットとし
て、ＳＮＳ等を活用した効果的な観光情報の発信体制
を構築していきます。 
　さらに、本県を再度来訪するきっかけづくりとして
期待ができ、観光入込客が少ない平日に宿泊を伴って
実施される修学旅行については積極的にプロモーショ
ンを行います。
　また、全国最多の農林水産物直売所を拠点に、千葉
の豊かな自然や食文化を積極的に発信するとともに、
観光と連携した首都圏での農林水産物のＰＲやグリー
ン・ブルーツーリズムなどを通じ、観光誘客及び販路
拡大の推進を図っていきます。
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台湾インセンティブツアーセミナー・商談会

Ⅱ－１－⑤－４ インバウンドの推進

国外に向けた積極的な
観光プロモーション

外国人旅行者の
マーケティング・リサーチの強化

海外からの教育旅行の誘致

成田空港から県内観光地への誘客促進

多言語コミュニケーションツールの
利用促進

県産農林水産物の輸出拡大に向けた
戦略的プロモーション

SDGs

　日本の空の表玄関である成田空港を擁する本県の優
位性を生かし、国やＪＮＴＯ（独立行政法人国際観光
振興機構）※、他都道府県、県内市町村等と連携しなが
ら、各国・地域のマーケット需要に応じた訪日プロモー
ション、ＳＮＳ等を活用した効果的な観光情報の発信
体制を強化するとともに、外国人のし好を踏まえた観
光ルートの開発、訪日教育旅行※の誘致、成田空港か
ら県内観光地への誘客、隣接都県と協力した広域的な
周遊観光などの取組を促進します。 
　また、外国人観光客が言葉の壁を感じることなく、快
適に過ごせるよう、観光案内板等の多言語化表記を促進
するとともに、観光事業者が外国人観光客と簡単にコ
ミュニケーションができるツールの利用を促進します。 
　増加する訪日外国人への県産農林水産物のＰＲによ
り、海外需要を取り込み、輸出拡大につなげていきます。 第
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